
 熊本市内宿泊教育旅行バス助成の請求までの流れ 

１. 交付申請書の提出（様式第 1 号）※ 宿泊日１週間前までに必着 

交付申請書と教育旅行の行程表を併せて、郵送にて提出してください。（FAX 不可） 

その際、必ず記名と代表者印の方を忘れずにお願いいたします。 

 

２. 交付決定通知（様式第 2 号）  

申請書を確認後、助成金の交付決定を行い、交付決定通知書を申請者へ郵送にて通

知します。 

 

３. 宿泊実績報告書を提出（様式第３号）※ 宿泊終了後 14 日以内必着 

申請者は宿泊実績報告書を郵送にて提出してください。（FAX 不可） 

その際、必ず記名と代表者印の方を忘れずにお願いいたします。 

 

４. 交付額確定通知（様式第４号） 

宿泊実績報告書を確認後、助成金額を決定し交付額決定通知書を申請者へ郵送にて

通知します。 

 

５. 助成金交付請求書を提出（様式第５号）※ 教育旅行終了日から１ヶ月以内必着 

確定通知を受けた申請者は助成金交付請求書を郵送にて提出してください。（FAX

不可）その際、必ず記名と代表者印の方を忘れずにお願いいたします。 

 

※申請者からの提出物が各期限までに提出されない場合は助成できなくな

ります。あらかじめ御了承ください。 

 

 
問合せ・送付先 
〒860-0041 熊本市中央区細工町 4 丁目 30 番 1 号 扇寿ビル 5 階 

(一財)熊本国際観光コンベンション協会 
Tel  ０９６－３５９－１７８８  Fax ０９６－３５９－８５２０ 

担当：松岩 
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